
 

一般財団法人都城市スポーツ協会 スポーツ指導者登録助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 一般財団法人都城市スポーツ協会は、都城市におけるスポーツの振興を図るため、

公益財団法人日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者制度による資格取得又は更新をする

者に対し、当該資格取得又は更新の登録に要する経費の一部を助成するものとし、その交

付については、この要綱に定めるところによる。 

 

（助成対象） 

第２条 助成対象は、公益財団法人日本スポーツ協会がスポーツ指導者として公認する種類

の資格を取得又は更新の登録を行った者で一般財団法人都城市スポーツ協会に加盟する団

体の長が認めた者とする。ただし、都城地区公認スポーツ指導者協議会の会員に限り支給

する。なお、新規の場合は、都城地区公認スポーツ指導者協議会に会員登録すること。 

 

（対象経費及び金額） 

第３条 助成金の対象経費は、公益財団法人日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者登録に

要する経費とし、助成金額は次の表のとおりとする。 

登録種別 助成金額（１人当たり） 

新規登録 １０，０００円 

更新登録 ５，０００円 

 

（申請手続） 

第４条 助成金の交付申請をしようとする者は、次に掲げる書類を、事業完了後１月以内又

は会計年度末のいずれか早い期日までに提出しなければならない。なお、更新登録に要す

る経費の補助は４年に１回の更新年度の時期とする。 

（１）新規登録の場合 一般財団法人都城市スポーツ協会スポーツ指導者登録助成金明細及

び認定証・登録証の写し 

（２）更新登録の場合 一般財団法人都城市スポーツ協会スポーツ指導者登録助成金明細及

び登録証の写し 

 

 （助成金の支払方法） 

第５条 助成金の支払方法は、確定払とする。 

 

附 則 

１ この要綱は、公表の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

２ 平成２５年４月１８日一部改正 

３ 平成２６年７月１日一部改正 

４ 平成３１年４月１日一部改正 

５ 令和３年４月１日一部改正（名称変更） 


